
安芸太田町上下水道料金審議会
（第4回）

日時：令和８年１月２８日（水）１０：００～

場所：安芸太田町役場 ２階 大集会室
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１．前回の提案

（１）主な意見

（２）提案（意見）に対する考え方

２．水道料金の改定

（１）料金改定案

（２）優遇制度の廃止

３．改定に向けた当面のスケジュール
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１．前回の提案
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（１）主な意見

①今後、値上げをしにくい状況になった場合でも、

令和13年度に料金改定をするのか。

②基本料金と超過料金の設定にあたって、どのよう

に使用水量の少ない人へ配慮したか分かりやすい

説明が必要である。

③料金全体でどの程度の料金改定になるのか。
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1.前回の提案（意見）に対する説明



（２）提案（意見）に対する考え方

①今後、値上げをしにくい状況になった場合でも、令和13年度に料

金改定をするのか

令和13年度にも今回示した料金改定（600円※）をしなければ、目標と掲げ

ている「料金回収率（60％）」を維持することは難しくなることから、基本

的には改定は必要と考えている。

※口径13mmで1箇月に20㎥使用した場合の目安
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1.前回の提案（意見）に対する説明



②基本料金と超過料金の設定にあたって、どのように使用水量の少

ない人へ配慮したか分かりやすい説明が必要である

使用水量が一般的に少ない、小口径（13mm、20mm）の使用者に対しては、

基本料金において、上げ幅を大口径の使用者に比べて低く設定し、急激な負

担増加にならないよう配慮している。

6

1.前回の提案（意見）に対する説明

口径 主な施設
割合

（R7.3末時点）

基本料金／月（10㎥・ﾒｰﾀｰ使用料含む）

現状 改定案 改定率

13mm 住宅 等 75.4％（1,948件） 1,444円 1,540円 6.7％

20mm 住宅 等 18.1％（468件） 1,497円 1,837円 22.7％

25mm ２世帯住宅、事業所 等 3.3％（87件） 1,507円 2,145円 42.3％

40mm 事業所、学校等 2.0％（53件） 1,622円 3,564円 119.7％

50mm 医療機関、学校、公共施設 等 0.9％（23件） 2,639円 4,972円 88.4％

75mm 医療機関、公共施設 等 0.2％（5件） 3,791円 10,241円 170.1％



③料金全体でどの程度の料金改定になるのか。

今後10年間において、「料金回収率」を60％に維持するために必要となる

給水収益を試算し、現状の使用実態を踏まえ料金改定案を設定した。

その結果として、令和8年度の料金体系における改定率は約20％となる。
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1.前回の提案（意見）に対する説明

現行料金体系
令和8年度改定後

料金体系
令和13年度改定後
料金体系（試算）

1年間給水収益 76,643千円 91,960千円 108,521千円

改定率
※現行料金体系との比較

― ＋19.98％ ＋41.59％

※税込額料金改定に伴う給水収益の比較



２．水道料金の改定
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2.水道料金の改定

（１）水道料金の改定案

（改定前）

口径 使用料（税込）

13mm 73円

20mm 126円

25mm 136円

40mm 251円

50mm 1,268円

75mm 2,200円

（改定後）

口径 使用料（税込）

13mm メーター使用料の
個別設定は廃止す
る。
※基本料金に含む。

20mm

25mm

40mm

50mm

75mm

●メーター使用料／月（税込）
メーター使用料の個別設定は廃止し、それぞれの基本料金に含める。
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2.水道料金の改定

（１）水道料金の改定案

区分 算定水量 口径
改定前

R8改定後 R13改定後
【試算額】

メーター使用料 基本料金 基本料金
（ﾒｰﾀｰ使用料含む）

基本料金
1箇月につき
10㎥まで

13mm 73円

1,371円

1,540円 1,782円

20mm 126円 1,837円 2,123円

25mm 136円 2,145円 2,486円

40mm 251円 3,564円 4,125円

50mm 1,268円 4,972円 5,753円

75mm 2,200円 10,241円 11,858円

●基本料金（税込）
基本料金はメーター使用料を含めて口径別に設定する。
基本水量は1箇月につき10㎥までを継続する。
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2.水道料金の改定

（１）水道料金の改定案

区分 算定水量 改定前 R8改定後 R13改定後
【試算額】

超過料金
基本水量10㎥／月を超える部分1㎥
につき

165円 209円 253円

●超過料金（税込）
超過料金は口径によらず一律、基本水量（10㎥／月）を超えた1㎥当たり

の単価とする。



● 1箇月あたり20㎥使用した場合の料金
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口径

基本料金／月
（10㎥・ﾒｰﾀｰ使用料含む）

超過料金／㎥※ 20㎥／月使用の場合

現状
R8

改定案
R13

改定案
現状

R8

改定案
R13

改定案
現状

R8

改定案
R13

改定案

13mm 1,444円 1,540円 1,782円

165円 209円 253円

3,094円 3,630円
（536円up）

4,312円
（1,218円up）

20mm 1,497円 1,837円 2,123円 3,147円 3,927円
（780円up）

4,653円
（1,506円up）

25mm 1,507円 2,145円 2,486円 3,157円 4,235円
（1,078円up）

5,016円
（1,859円up）

40mm 1,622円 3,564円 4,125円 3,272円 5,654円
（2,382円up）

6,655円
（3,383円up）

50mm 2,639円 4,972円 5,753円 4,289円 7,062円
（2,773円up）

8,283円
（3,994円up）

75mm 3,791円 10,241円 11,858円 5,441円 12,331円
（6,890円up）

14,388円
（8,947円）

2.水道料金の改定

※税込額

※1箇月に使用水量が10㎥を超えた1㎥あたりの料金
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口径

基本料金／月
（10㎥・ﾒｰﾀｰ使用料含む）

超過料金／㎥※ 1箇月あたり平均使用水量の場合

現状
R8

改定案
R13

改定案
現状

R8
改定案

R13
改定案

平均
使用水量 現状

R8

改定案
R13

改定案

13mm 1,444円 1,540円 1,782円

165円 209円 253円

13㎥ 1,939円
2,167円

（228円up）
2,541円

（602円up）

20mm 1,497円 1,837円 2,123円 15㎥ 2,322円
2,882円

（560円up）
3,388円

（1,066円up）

25mm 1,507円 2,145円 2,486円 19㎥ 2,992円 4,026円
（1,034円up）

4,763円
（1,771円up）

40mm 1,622円 3,564円 4,125円 42㎥ 6,902円 10,252円
（3,350円up）

12,221円
（5,319円up）

50mm 2,639円 4,972円 5,753円 157㎥ 26,894円 35,695円
（8,801円up）

42,944円
（16,050円up）

75mm 3,791円 10,241円 11,858円 167㎥ 29,696円 43,054円
（13,358円up）

51,579円
（21,883円up）

2.水道料金の改定

● 1箇月あたり平均使用水量を使用した場合の料金

※1箇月に使用水量が10㎥を超えた1㎥あたりの料金

※税込額
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2.水道料金の改定

現行制度では、加計水泳プールの料金算定は、安芸太田町簡易水道事業給
水条例に基づき、「午後10時から翌日の午前6時までの間における使用料は５

分の１に相当する額」として算定しているが、他の施設との整合性、節水意
識の向上等を目的として、料金改定後、この取扱いを廃止する。

（２）優遇制度の廃止

安芸太田町簡易水道事業給水条例第30条第2項

改定前 改定後

加計水泳プールにおいて使用する場合、午後10時から翌日の
午前６時までの間における使用料は、第27条の規定にかかわ
らず、同条に規定する使用料の５分の１に相当する額とする。

廃止



３．改定に向けた当面のスケジュール
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できるだけ早い時期に改定することが必要と考えられるが、水道使用者へ
の十分な周知期間を確保するため、令和８年秋（10月検針分※）からの改定
を目途に今後、準備を進める。 ※8月定例（検針）日以降使用分

3.改定に向けたスケジュール

内容
令和７年度 令和８年度

備考
１月～３月 ４月～６月 ７月～９月 10月～12月

審議会 〇答申

料金改定
〇条例改正

〇新料金最初の請求（11月）

周知 〇７月中旬（７月請求時）
（使用者へお知らせ通知）

〇新料金最初の検針（8/10～10/10）

※２回目の料金改定は５年後となる令和13年度を予定とする。

改定に向けた当面のスケジュール

町広報、町公式サイト等
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